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第
三
条

刑法
　

刑　

法　
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
明
治
四
〇
年
四
月
二
四
日
法
律
第
四
五
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
最
終
改
正　

令
和
五
年
五
月
一
七
日
法
律
第
二
八
号
〕

（
国
民
の
国
外
犯
）

第
三
条　

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
日
本

国
民
に
適
用
す
る
。

（
没
収
）

第
一
九
条　

次
に
掲
げ
る
物
は
、
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

犯
罪
行
為
を
組
成
し
た
物

　

二　

犯
罪
行
為
の
用
に
供
し
、
又
は
供
し
よ
う
と
し
た
物

　

三　

犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
、
若
し
く
は
こ
れ
に
よ
っ
て
得
た
物
又
は
犯

罪
行
為
の
報
酬
と
し
て
得
た
物

　

四　

前
号
に
掲
げ
る
物
の
対
価
と
し
て
得
た
物

２　

没
収
は
、
犯
人
以
外
の
者
に
属
し
な
い
物
に
限
り
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
犯
人
以
外
の
者
に
属
す
る
物
で
あ
っ
て
も
、
犯
罪
の
後

に
そ
の
者
が
情
を
知
っ
て
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
没
収
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
正
当
行
為
）

第
三
五
条　

法
令
又
は
正
当
な
業
務
に
よ
る
行
為
は
、
罰
し
な
い
。

（
公
務
執
行
妨
害
及
び
職
務
強
要
）

第
九
五
条　

公
務
員
が
職
務
を
執
行
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
に
対
し
て
暴
行
又

は
脅
迫
を
加
え
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

２　

公
務
員
に
、
あ
る
処
分
を
さ
せ
、
若
し
く
は
さ
せ
な
い
た
め
、
又
は
そ
の

職
を
辞
さ
せ
る
た
め
に
、
暴
行
又
は
脅
迫
を
加
え
た
者
も
、
前
項
と
同
様
と

す
る
。

（
騒
乱
）

第
一
〇
六
条　

多
衆
で
集
合
し
て
暴
行
又
は
脅
迫
を
し
た
者
は
、
騒
乱
の
罪
と

し
、
次
の
区
別
に
従
っ
て
処
断
す
る
。

　

一　

首
謀
者
は
、
一
年
以
上
十
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

　

二　

他
人
を
指
揮
し
、
又
は
他
人
に
率
先
し
て
勢
い
を
助
け
た
者
は
、
六
月

以
上
七
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

　

三　

付
和
随
行
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
偽
証
）

第
一
六
九
条　

法
律
に
よ
り
宣
誓
し
た
証
人
が
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
は
、

三
月
以
上
十
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

（
自
白
に
よ
る
刑
の
減
免
）

第
一
七
〇
条　

前
条
の
罪
を
犯
し
た
者
が
、そ
の
証
言
を
し
た
事
件
に
つ
い
て
、

そ
の
裁
判
が
確
定
す
る
前
又
は
懲
戒
処
分
が
行
わ
れ
る
前
に
自
白
し
た
と
き

は
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
虚
偽
鑑
定
等
）

第
一
七
一
条　

法
律
に
よ
り
宣
誓
し
た
鑑
定
人
、
通
訳
人
又
は
翻
訳
人
が
虚
偽

の
鑑
定
、
通
訳
又
は
翻
訳
を
し
た
と
き
は
、
前
二
条
の
例
に
よ
る
。

（
暴
行
）

第
二
〇
八
条　

暴
行
を
加
え
た
者
が
人
を
傷
害
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
き

は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留
若
し


